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第１章 空家等対策計画の趣旨

１ 背景

近年、人口及び世帯数の減少や既存住宅・建築物の老朽化等に伴い、使用して

いない住宅・建築物が年々増加しています。

今後の人口推計を考慮すると、使用していない住宅・建築物は更に増加する

と見込まれ、防災上、防犯上又は生活環境若しくは景観の保全上多くの問題を

生じさせるだけでなく、地域コミュニティの活力を低下させることも懸念され

ます。

そこで美郷町では、美郷町空家等対策の推進及び空家等の活用の促進に関す

る条例（平成２７年美郷町条例第２５号）に基づき、町民、事業所、行政等が

一体となって空家等対策の推進及び空家等の活用の促進に取組んでいるところ

です。

国においても、この空家問題の抜本的な解決策として、空家等対策の推進に

関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「空家法」という。）が制

定され、平成２７年５月に全面施行されました。

こうした状況の下、より総合的・計画的に空き家対策を推進していくため、

美郷町空家等対策計画を策定しました。



２ 計画の位置付け

本計画は空家法第 7 条第 1 項の規定に基づき策定するもので、平成２７年２

月に国から示された空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための

基本的な指針に即した計画とします。

また、美郷町総合計画を上位計画として、美郷町過疎地域自立促進計画やま

ち・ひと・しごと創生美郷町総合戦略など関連する計画との整合性を図ります。

美郷町空家等対策計画

空家等対策の推進に関する特別措置法美郷町総合計画

空家等に関する施策を総合的勝計画的

に実施するための基本的な指針

美郷町過疎地域自立

促進計画

町・人・しごと創生

美郷町総合戦略

美郷町空家等対策の推進及び空家等の活用の促進に関する条例



第２章 空家等の状況

１ 人口・世帯

本町における人口・世帯数の推移は次のとおりです。

出典：１９９５年から２０１５年 国勢調査

２０１５年から２０４５年 国立社会保障・人口問題研究所

（日本の将来推計人口）

年 人 数 世帯数

１９９５年（平成 ７年） ８，２５１人 ２，７９２世帯

２０００年（平成１２年） ７，５０９人 ２，７０３世帯

２００５年（平成１７年） ６，８７４人 ２，５７９世帯

２０１０年（平成２２年） ６，２４８人 ２，５１６世帯

２０１５年（平成２７年） ５，４８０人 ２，３３２世帯

２０２０年（令和 ２年） ４，８２６人 ２，１３７世帯

２０２５年（令和 ７年） ４，１８５人

２０３０年（令和１２年） ３，６２７人

２０３５年（令和１７年） ３，１２５人

２０４０年（令和２２年） ２，６３６人

２０４５年（令和２７年） ２，１９０人



２ 空家調査

⑴ 調査時期 平成２５年９月～平成２６年３月

⑵ 調査範囲 美郷町全域

⑶ 調査方法 行政区長等に聞き取り調査を行い、その結果を基に現地調査

及び所有者又は管理者に意向等の聞き取り調査を行いました。

⑷ 調査項目 空家の所在

空家の状態

所有者（管理者）の意向

⑸ 調査結果

① 空家の所在

行政区 戸数 行政区 戸数 行政区 戸数 行政区 戸数

水清谷 １９ 峰 １５ 坂本 ７ 小原 ２７

神門下 １０ 上野原 ７ 下 ２２ 中原 １８

神門中 ６ 小川 ９ 中 １３ 長野 ５

神門長堀 ５ 仮迫 ３ 上 ２２ 秋盛 １５

神門上 １０ 花水流 １４ 西の八峡 ３ 入下 ２６

鬼神野 ２０ 和田 １３ 谷内 ４ 黒木 １４

渡川 ２６ 若宮 ７ 合計 ３４０



② 空家の状態

③ 所有者（管理者）の意向

※賃貸・売却両方を希望

する方を含む。

○現状維持を希望する方から、次のような意見がありました。

・仏壇が残っている。

・盆、正月等の帰省時に利用している。

・人に貸すには、片付けや補修が必要

・時々帰省して山や畑の手入れをしているため資材置き場として必要

・愛着があるため、他人には貸したくない。

④ 調査員からの報告

○道路や近隣の住宅に影響を及ぼすような危険家屋は見受けられませんで

した。ただし、景観をそこなっている物件や防犯上の問題のある物件は

多数見受けられました。

○所有者のほとんどが町外在住の方であり、相続の関係等で所有の権利が

はっきりしない物件や所有者が不明な物件がありました。

○物件は良好な状態であっても、水道や排水設備の整備が必要なものが見

受けられました。

区 分 戸 数

入居可能 １３６戸

手入れにより入居可能 ６８戸

一部破損が見られる。 ２５戸

破損があり、周囲へ影響がある。 ７戸

破損が大きい。入居不可 １０４戸

合 計 ３４０戸

区 分 人 数

空き家の賃貸を希望 ２６人

空き家の売却を希望 ２７人

空き家の解体を希望 １１人

現状維持を希望 ２５６人

未回答 ２６人

合 計 ３４６人



第３章 空家等対策における施策

1 計画の対象地区

空家等に関する対策の対象とする地区は、美郷町内全域とします。

ただし、他の地区と比べ、著しく空家率が高い等の理由により、空家等対策

を重点的に推し進める必要がある場合は、重点地区と定めることとします。

2 計画の空家等の種類

本計画で対象とする空家等の種類は、空家法第 2 条第 1 項に規定する空家等

及び空家法第１３条第 1 項に規定する管理不全空家等、空家法第 2 条第２項に

規定する特定空家等とします。

「空家等」（空家法第２条第１項）

建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされて

いないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物

を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するも

のを除く。

「管理不全空家」（空家法第１３条第１項）

適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等

に該当することとなるおそれのある状態にある空家等をいう。

「特定空家等」（空家法第２条第２項）

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又

は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていない

ことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を

図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等を

いう。



3 対策に関する基本的な方針

⑴ 空家の発生予防

住民に対して、適切な相続や登記を呼びかけるなど、将来空家にならない

ような意識付けを行います。また、リフォームに関する支援などにより、住

宅を長く利用する意識を定着させます。

⑵ 管理者意識の向上と適正管理の促進

所有者等に対し、管理者意識を向上させ適正な管理を促すとともに、国や

自治体の施策への努力義務など維持管理に関する情報提供等を実施します。

⑶ 空家等の利活用による地域の活性化

利用可能な空家等については、空き家バンクによるマッチングやサブリー

ス物件への活用を行い、空家等の利活用を促進します。また、空き家バンク

については、居住用だけでなく事務所や地域の拠点施設として活用すること

により地域の活性化を図ります。

⑷ 管理不全空家の除却促進

所有者自らによる除却を促進するため支援を行います。

⑸ 特定空家等の取組み

行政指導や行政処分を適切に行い、管理不全による問題の解消を目指しま

す。

４ 計画の期間

この計画の期間は、令和６年度から令和１０年度までの５年間とします。



５ 空家等の調査

対策が必要な空家等の実態を把握するため、空家等の調査を行います。

空家等は、行政区長等や地域住民への聞き取り、水道使用量及び現地調査等

により特定し、固定資産税の課税やその他の事務のために利用する目的で保有

する情報により所有者等を特定します。

新たに特定した空家等については、所有者等への聞き取り又はアンケートに

より意向調査を行います。

調査により取得した情報は政策推進室で管理し、空家等対策を実施するにあ

たって必要な情報については関係部署で共有します。

６ 空家等の適切な管理の促進

個人の財産である空家等の適正な管理は、第一義的には所有者等が自らの責

任において行うことが原則です。このことを所有者等に啓発するため、ホーム

ページや納税通知等の文書通知を活用し啓発に努めるとともに、空家等対策に

関する情報提供を行います。



７ 空家等及び跡地の活用の促進

利活用可能な空家及び跡地については、所有者等の同意を得たうえで、空家

等情報バンク事業に登録します。

また、空家等対策に関する補助事業を活用するほか、空家等の活用方法等を

提案するなど、空家等の解消を推進します。

⑴ 空家等情報バンク

賃貸や売却を希望する所有者等から申し込みを受けた空家等を登録し、空

家の利用を希望する者に対して紹介するための制度で、平成２８年度から

導入しています。

地域交流、地域活性化、福祉サービスの拠点など地域貢献について利活用

可能な空家等については、所有者等の意向を踏まえ情報提供します。

⑵ 美郷町空家対策支援事業補助金

空家等情報バンクに登録している建物のリフォームに係る費用を補助しま

す。

⑶ 空家利活用推進事業補助金

空家等情報バンクに登録している建物の家財道具を処分及び清掃する際に

係る費用を補助します。

⑷ 老朽危険家屋等除却促進事業補助金

倒壊等の恐れのある空家等の不良住宅の所有者等に対する除却及び処分に

係る費用を補助します。

⑸ その他

延岡市や日向市などは通勤圏内であることから、学生や会社員等を対象と

した寮やシェアハウス等としての活用についての提案や、サブリース方式

での活用など、空家等の有効活用に努めます。

８ 管理不全空家及び特定空家等に対する措置等及びその他の対処

管理不全空家及び特定空家等は、適切な管理が行われず地域住民の生活環境

に悪影響を及ぼしていることから、地域住民の生命、健康、財産の保護を図る

とともに、健全な生活環境の保全するため、必要な対策を実施します。 処置に

ついては、次のとおり行います。



地域住民からの相談・通報等

現地及び所有者等の調査（法第９条・１０条）

所 有 者 等 の 判 明

所有者等による空家等の適切な管理の促進（法第１２条）

判定基準による現地調査

美郷町空家等対策協議会（法第７条）

管理不全空家等に該当するか否かの判断に関する意見

町が管理不全空家等と認定

指導・助言

勧告

認
定
相
当
で
は
な
い

不
明
又
は
判
明
し
た
が
緊
急

判定基準による現地調査

美郷町空家等対策協議会（法第７条）

特定空家等に該当するか否かの判断に関する意見

町が特定空家等と認定 ※略式代執行

指導・助言（法第２２条第１項）

勧告（法第２２条第２項）

命令（法第２２条第３項）

行政代執行（法第２２条第９項）

・戒告書の通知（行政代執行法第３条第１項）

・代執行令書の通知（行政代執行法第３条第１項）

・費用の徴収（行政行政代執行法第５条、第６条）

固定資産税に係る住宅用地の

特例解除の適用

一定期間以上改善しない

適
切
な
対
応
に
よ
り
改
善
・
対
応
終
了

管
理
不
全
空
家
等
の
認
定
・
措
置
フ
ロ
ー

特
定
空
家
等
の
認
定
・
措
置
フ
ロ
ー

※略式代執行

過失 が なく て そ の 措 置 を

命ぜ ら れる べ き 者 を 確 知

することができない場合



⑴ 管理不全空家等の措置の方針

ア 措置の優先

管理不全空家等のうち周辺建築物や道路又は不特定の者に対して悪影

響を及ぼすもの若しくは及ぼす恐れが高いものから優先して措置を行う

ものとします。

イ 措置内容の検討

地域住民へ与えている悪影響をなくし、かつ所有者等の負担が少ないと

考えられる措置の内容を検討します。

措置の内容を決定するにあたり、美郷町空家等対策協議会の意見を求め

ることとします。また内容の変更を行う場合は、必要に応じて意見を求め

るものとします。

⑵ 管理不全空家等の措置の実施

ア 助言・指導

検討した措置の内容を講ずるように助言・指導を行います。

イ 勧告

助言・指導を行っても改善が見られない場合は、相当な猶予期限を定め

て助言・指導の内容を講ずるよう勧告を行います。

勧告を行う場合は、固定資産税等の住宅地特例が適用されなくなること

から、税務課と十分打合わせを行うとともに、所有者等にも、その旨を通

知します。

⑶ 特定空家等の措置の方針

ア 措置の優先

特定空家等のうち周辺建築物や道路又は不特定の者に対して悪影響を及

ぼすもの若しくは及ぼす恐れが高いものから優先して措置を行うものとし

ます。

イ 措置内容の検討

地域住民へ与えている悪影響をなくし、かつ所有者等の負担が少ないと

考えられる措置の内容を検討します。

措置の内容を決定するにあたり、美郷町空家等対策協議会の意見を求め

ることとします。また内容の変更を行う場合は、必要に応じて意見を求め

るものとします。



⑷ 特定空家等の措置の実施

ア 助言・指導

検討した措置の内容を講ずるように助言・指導を行います。

イ 勧告

助言・指導を行っても改善が見られない場合は、相当な猶予期限を定め

て助言・指導の内容を講ずるよう勧告を行います。

勧告を行う場合は、固定資産税等の住宅地特例が適用されなくなること

から、税務課と十分打合わせを行うとともに、所有者等にも、その旨を通

知します。

ウ 命令

勧告を行っても必要な改善が見られない場合で、特に必要と認めた場合

は、所有者等に対して相当な猶予期限を定めて勧告の措置を講ずるよう命

じます。

命令をする場合においては、空家法第２２条第４項から第８項及び第１

１項から第１３項の規定により、実施します。

エ 行政代執行

命令の措置が履行されないときや履行しても十分でない場合等に、行政

代執行法（昭和２３年法律第４３号）の規定に基づき、命令の措置を所有

者等に代わり行います。

所有者等が確知できない場合は、空家法第２２条第１０項の規定により、

実施します。

⑸ 必要な措置が取られた場合の対応

所有者等が管理不全空家等及び特定空家等において、勧告又は命令に係る

措置を実施した場合は、当該勧告又は命令を撤回します。

⑹ その他の対処

台風の接近などにより、瓦等の飛散及び倒壊の恐れがあり、周辺住民への

影響が明らかな場合は、所有者等に連絡のうえ、応急の措置を講じます。



９ 住民等から空家等に関する相談への対応

空家等に関する相談窓口を政策推進室内に設置し、同室職員が対応します。

また、相談内容に応じて担当課と調整するほか、一般社団法人宮崎県宅地建物

取引業協会内に設置された「みやざき空き家等相談窓口」と連携した対応を行

ないます。

１０ 空家等対策の実施体制

空家等に関する対策に係る事務の主管部局は政策推進室とし、必要に応じて

庁内の関係課と情報共有や調整を図ります。

また、美郷町空家等対策協議会において、空家等の対策として必要な事項に

ついて協議します。

１１ その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項

⑴ 計画における目標値及び達成状況の評価

計画が終了する令和１０年度までの目標として、以下を定めます。また達

成状況の評価を計画期間が終了する年に行います。

・空家等及びその跡地の活用を８０戸行う。

・老朽危険家屋等の除却を２０戸行う

⑵ 他法令との連携

空家等の対策は、空家法に限らず、建築基準法、消防法（昭和２３年法律

第１８６号）、道路法（昭和２７年法律第１８０号）、災害対策基本法（昭和

３６年法律第２２３号）、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）など、そ

れぞれの法律の目的の範囲で、適正に管理されていない空家等についても、

必要な措置等を講じることが可能なこともあります。このため、空家等の情

報について、庁内で共有し連携を図ります

⑶ 計画の公表

本計画は、町の取組みを周知するためホームページで公表するものとしま

す。

また、計画を変更する場合は、美郷町空き家等対策協議会で協議等を行い

随時公開し、町民との情報共有を図ります。


